
成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度について
●横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
住　　所：川崎区富士見
電　　話：222-1316（直通）
手続案内：月～金（祝日は除く）
　　　　　　　 時 分～ 時　
　　　　　　　　 時～ 時

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html
※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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身寄りがない方等の法定後見申立てについて

川崎区 大師地区 田島地区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

第三者後見人等候補者のご紹介
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都
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線

至二子玉川

至246号 至川崎府中街道

溝ノ口公証役場
（田中屋ビル2Ｆ）

●川崎公証役場
住　　所：川崎区駅前本町 川崎東口三信ビル 階
電　　話：044-222-7264

●溝ノ口公証役場
住　　所：高津区溝口 田中屋ビル 階
電　　話：044-811-0111

   健康福祉局地域包括ケア推進室　 電　　話：044-200-2470
●知的障害者・精神障害者　　　健康福祉局障害計画課　　　電　　話：044-200-3796

●認知症高齢者
   各区役所高齢・障害課高齢者支援係又は地区健康福祉ステーション高齢者支援担当

（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ
（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話

月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 / 時間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

（事務局電話）045-243-0511
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成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度について
●横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
住　　所：川崎区富士見
電　　話：222-1316（直通）
手続案内：月～金（祝日は除く）
　　　　　　　 時 分～ 時　
　　　　　　　　 時～ 時

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html
※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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●溝ノ口公証役場
住　　所：高津区溝口 田中屋ビル 階
電　　話：044-811-0111

   健康福祉局地域包括ケア推進室　 電　　話：044-200-2470
●知的障害者・精神障害者　　　健康福祉局障害計画課　　　電　　話：044-200-3796

●認知症高齢者
   各区役所高齢・障害課高齢者支援係又は地区健康福祉ステーション高齢者支援担当

（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ
（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話

月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 / 時間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

（事務局電話）045-243-0511
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後見１
044-222-1671

● 各区役所高齢・障害課又は各地区健康福祉ステーション

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-15-0-0-0-0-0-0-0-0.html

● 健康福祉局地域包括ケア推進室（高齢者）
● 健康福祉局障害計画課（障害者）
【川崎市の成年後見制度に関するホームページ】

電話：044-200-2470
電話：044-200-0871

住　　所：川崎区富士見1-1-3
電　　話：
手続案内：月～金（祝日は除く）

※申立書や記入例等がダウンロードできます。

高齢者 201-3080 271-0157 322-1986 556-6619 744-3217 861-3255 856-3242 935-3266 965-5148

川崎区 大師地区 田島地区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

障害者
（身体・知的障害者）

障害者
（精神障害者）

201-3215 271-0162 322-1984 556-6654 744-3382 861-3252 856-3304 935-3302 965-5159

201-3213 556-6695 744-3297 861-3309 856-3262 935-3324 965-5259

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html

8時30分～12時、13時～17時

（直通）

トップページ くらし・手続き 福祉・介護 成年後見制度→ → →

名　　称 電　　話 相談日／時間 面談相談

045-211-7720
みまもりダイヤル 月～金：9時30分～12時、

　　　　13時～16時30分

面接相談受付：045-640-4345
電話相談専用：045-663-9180 月・金：15時～17時

　水　：10時～12時 月～金
10時～17時受付

②成年後見人等候補者推薦依頼 :

　　　　045-314-0007

①相談専用：045-314-5500 ①火・木：14時～17時
②平　日：9時～17時

045-222-8628 月～金：13時～16時

045-315-2070 第１～第４水：10時～12時
　　　　　　　13時～16時

神奈川県弁護士会成年後見セ
ンターみまもり　 　（弁護士）

公益社団法人成年後見センター・リー
ガルサポート神奈川県支部 （司法書士）

ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士）

一般社団法人コスモス成年後見サポー
トセンター神奈川県支部   （行政書士）

東京地方税理士会成年後見支援
センター　　　　　 （税理士）

要予約

要予約

（ （

成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度について
●横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
住　　所：川崎区富士見
電　　話：222-1316（直通）
手続案内：月～金（祝日は除く）
　　　　　　　 時 分～ 時　
　　　　　　　　 時～ 時

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html
※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度について
●横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
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火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 / 時間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

（事務局電話）045-243-0511
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身寄りがない方等の法定後見申立てについて

川崎区 大師地区 田島地区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区
201-3080 271-0157 322-1986 556-6619 744-3217 861-3255 856-3242 935-3266 965-5148

印刷／㈱ヨシダプリント
H26.3. 改訂

任意後見制度 の 手続等 に つ い て
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（三信ビル 11Ｆ）
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駅

高津図書館●

高
津
駅

至
渋
谷

至
溝
の
口

高津小学校
●

高津警察署
●

●
帝京溝の口病院

川
崎
信
用
●

金
庫　

田
園
都
市
線

至二子玉川

至246号 至川崎府中街道

溝ノ口公証役場
（田中屋ビル 2Ｆ）

�川崎公証役場
住　　所：川崎区駅前本町3-1 川崎東口三信ビル11階
電　　話：044-222-7264

�溝ノ口公証役場
住　　所：高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階
電　　話：044-811-0111

   健康福祉局地域包括ケア推進室　 電　　話：044-200-2470
�知的障害者・精神障害者　　　健康福祉局障害計画課　　　電　　話：044-200-3796

�認知症高齢者
   各区役所高齢・障害課高齢者支援係又は地区健康福祉ステーション高齢者支援担当

（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ

（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話
月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

（事務局電話）045-243-0511

成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度 に つ い て
�横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
住　　所：川崎区富士見1-1-3
電　　話：222-1316（直通）
手続案内：月～金（祝日は除く）
　　　　　　　8時30分～ 12時　
　　　　　　　　  13時～ 17時

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html
※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ

（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話
月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

045-243-0511

成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度について
●横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
住　　所：川崎区富士見
電　　話：222-1316（直通）
手続案内：月～金（祝日は除く）
　　　　　　　 時 分～ 時　
　　　　　　　　 時～ 時

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html
※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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身寄りがない方等の法定後見申立てについて

川崎区 大師地区 田島地区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

第三者後見人等候補者のご紹介

印刷／㈱ヨシダプリント
H26.3. 改訂
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線

至二子玉川

至246号 至川崎府中街道

溝ノ口公証役場
（田中屋ビル2Ｆ）

●川崎公証役場
住　　所：川崎区駅前本町 川崎東口三信ビル 階
電　　話：044-222-7264

●溝ノ口公証役場
住　　所：高津区溝口 田中屋ビル 階
電　　話：044-811-0111

   健康福祉局地域包括ケア推進室　 電　　話：044-200-2470
●知的障害者・精神障害者　　　健康福祉局障害計画課　　　電　　話：044-200-3796

●認知症高齢者
   各区役所高齢・障害課高齢者支援係又は地区健康福祉ステーション高齢者支援担当

（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ
（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話

月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 / 時間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

（事務局電話）045-243-0511
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● 横浜家庭裁判所川崎支部
〈受付〉建物１階　後見係

● 川崎公証役場 ● 溝の口公証役場

成年後見制度の相談窓口

成年後見制度の相談

成年後見制度の申立て先

郵
便
局

歩
道
橋

　(
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ロ
ー
ブ
リ
ッ
ジ)

富士通スタジアム川崎

新川通り
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に
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の
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や
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援
を
行
う
制
度
で
す
。



こん な 時 は
成 年 後 見 制 度を 利 用しましょう。

自分で財産管理ができないＡさん 悪徳商法の被害にあったＢさん

身寄りのないＣさん

将来の財産管理が心配なＤさん

成 年 後見制 度 とは？

成 年 後見制 度 の特徴

　Ａさんは統合失調症で長期間入院していま
す。親を亡くし、不動産を相続しましたが、
本人は、その管理を行う
ことができません。そこ
で、遠方に住む叔母が、
後見開始の審判の申立て
を行いました。

司法書士が成年後見人に選任され、不動産
の登記手続とその管理、医療費の支払い等
を行ってくれることになりました。

　軽度の認知症があるＢさんは、同居の長男
が留守中、訪問販売で必要の
ない高級呉服を購入してしま
いました。困った長男は、高
額の商品を購入する場合は長
男の同意が必要となるよう
に、補助開始の審判の申立て
を行いました。

長男が補助人に選任され、本人が長男の同
意なく10万円以上の商品を購入したとき
は、契約を取り消すことができるようにな
りました。

　Ｃさんは、夫の死後一人で暮らし、子ども
や兄弟もいません。体調を崩して病院に入

院しましたが、認知症が重
度のため、自宅に戻ること
はできません。病院のケー
スワーカーが区役所に相談
し、市長が後見開始の審判
の申立てを行いました。

社会福祉士が成年後見人に選任され、金銭
管理や、施設への入所申し込みを行ってく
れることになりました。

　Ｄさんは将来に備えて、長女との間で任意
後見契約を結んでいましたが、脳梗塞で倒

れ、入院中に認知症の症
状が現れはじめました。
そこで、長女が任意後見
監督人選任の審判の申立
てを行いました。

弁護士が任意後見監督人として選任され、
長女が財産管理や医療、介護の契約等の事
務を行い、弁護士が監督することになりま
した。

※各事例は本市の事例及び最高裁判所「成年後見関係事件の概況」を参考に作成したものです。
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日常生活自立支援事業
（地域福祉権利擁護事業）のご案内

サ ー ビ ス を 利 用 す る に は

サービスを利用できる人は…
次の①②③の要件を満たす方です。
①川崎市にお住まいの方
②認知症高齢者、知的障害者、精神障害者、身
体障害者等の方で、ご自分で金銭の出し入れ
や財産の保管が困難な方

③ご本人の意思により利用申し込みを決めるこ
とができる方（このサービスは契約をするこ
とによって提供されます。）

※判断能力が十分でなく契約ができない場合
は、成年後見制度をご利用ください。

専門相談のご案内
　弁護士・医師・学識経験者による専門相談を、
月2回、川崎市総合福祉センター6階で行って
います。相談日時については、次の連絡先まで
お問合せください。
　☎739－8719　※原則として予約制です。

どんなことをしてくれるの？

利用支援サービス・
日常的金銭管理サービス
●福祉サービスの情報提供・助言
●福祉サービスの利用手続き
●苦情解決のための制度利用手続き
●福祉サービスの利用料支払い
●生活費の出金など、金銭の出し入れの手続き
●家賃や公共料金、医療費などの支払い手続き
●年金などの受領に必要な手続き　　などをお手伝いします。

書類等の預かりサービス
●預貯金通帳
●保険証書や不動産などの登記済権

利書、年金証書、契約書類などの
証書類

●有価証券（株券を除く。）
●はんこ　　　　　などをお預かりします。
（預貯金の預け替えなど資産運用はできません。）

利用料

年額 円

　 円

預かる書類の金額により
いずれかになります。

ま
た
は

幸区あんしんセンター
（幸区社会福祉協議会）

中原区あんしんセンター
（中原区社会福祉協議会）

高津区あんしんセンター
（高津区社会福祉協議会）

宮前区あんしんセンター
（宮前区社会福祉協議会）

多摩区あんしんセンター
（多摩区社会福祉協議会）

麻生区あんしんセンター
（麻生区社会福祉協議会）

川崎市あんしんセンター
（川崎市社会福祉協議会）

（川崎区社会福祉協議会）
川崎区あんしんセンター 〒210ｰ0024  川崎区日進町1ｰ11

川崎ルフロン8階 福祉パルかわさき内 245ｰ1144 211ｰ8741

〒212ｰ0023  幸区戸手本町1ｰ11ｰ5
さいわい健康福祉プラザ 福祉パルさいわい内 556ｰ5082 556ｰ5577

〒211ｰ0067  中原区今井上町34
和田ビル1階 福祉パルなかはら内 722ｰ6122 711ｰ1260

〒213ｰ0001  高津区溝口1ｰ6ｰ10
てくのかわさき3階 福祉パルたかつ内 812ｰ5833 812ｰ3549

〒216ｰ0033  宮前区宮崎2ｰ6ｰ10
宮崎台ガーデンオフィス4階 福祉パルみやまえ内 856ｰ5788 852ｰ4955

〒214ｰ0014  多摩区登戸1763
ライフガーデン向ヶ丘2階 福祉パルたま内

〒215ｰ0004  麻生区万福寺1ｰ2ｰ2
新百合トゥエンティワン1階 福祉パルあさお内

〒211ｰ0053  中原区上小田中6ｰ22ｰ5
川崎市総合福祉センター 6階

933ｰ2411 911ｰ8119

952ｰ5711 952ｰ1424

739ｰ8727 739ｰ8738

名　　称 住　　所 電　話 FAX

利用料

月額 円
基本料分500円

を含む

生活保護を受給されている方は
月額500円（基本料分）です。
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日常生活自立支援事業
（地域福祉権利擁護事業）のご案内

サ ー ビ ス を 利 用 す る に は

サービスを利用できる人は…
次の①②③の要件を満たす方です。
①川崎市にお住まいの方
②認知症高齢者、知的障害者、精神障害者、身
体障害者等の方で、ご自分で金銭の出し入れ
や財産の保管が困難な方

③ご本人の意思により利用申し込みを決めるこ
とができる方（このサービスは契約をするこ
とによって提供されます。）

※判断能力が十分でなく契約ができない場合
は、成年後見制度をご利用ください。

専門相談のご案内
　弁護士・医師・学識経験者による専門相談を、
月2回、川崎市総合福祉センター6階で行って
います。相談日時については、次の連絡先まで
お問合せください。
　☎739－8719　※原則として予約制です。

どんなことをしてくれるの？

利用支援サービス・
日常的金銭管理サービス
●福祉サービスの情報提供・助言
●福祉サービスの利用手続き
●苦情解決のための制度利用手続き
●福祉サービスの利用料支払い
●生活費の出金など、金銭の出し入れの手続き
●家賃や公共料金、医療費などの支払い手続き
●年金などの受領に必要な手続き　　などをお手伝いします。

書類等の預かりサービス
●預貯金通帳
●保険証書や不動産などの登記済権

利書、年金証書、契約書類などの
証書類

●有価証券（株券を除く。）
●はんこ　　　　　などをお預かりします。
（預貯金の預け替えなど資産運用はできません。）

利用料

年額 円

　 円

預かる書類の金額により
いずれかになります。

ま
た
は

幸区あんしんセンター
（幸区社会福祉協議会）

中原区あんしんセンター
（中原区社会福祉協議会）

高津区あんしんセンター
（高津区社会福祉協議会）

宮前区あんしんセンター
（宮前区社会福祉協議会）

多摩区あんしんセンター
（多摩区社会福祉協議会）

麻生区あんしんセンター
（麻生区社会福祉協議会）

川崎市あんしんセンター
（川崎市社会福祉協議会）

（川崎区社会福祉協議会）
川崎区あんしんセンター 〒210ｰ0024  川崎区日進町1ｰ11

川崎ルフロン8階 福祉パルかわさき内 245ｰ1144 211ｰ8741

〒212ｰ0023  幸区戸手本町1ｰ11ｰ5
さいわい健康福祉プラザ 福祉パルさいわい内 556ｰ5082 556ｰ5577

〒211ｰ0067  中原区今井上町34
和田ビル1階 福祉パルなかはら内 722ｰ6122 711ｰ1260

〒213ｰ0001  高津区溝口1ｰ6ｰ10
てくのかわさき3階 福祉パルたかつ内 812ｰ5833 812ｰ3549

〒216ｰ0033  宮前区宮崎2ｰ6ｰ10
宮崎台ガーデンオフィス4階 福祉パルみやまえ内 856ｰ5788 852ｰ4955

〒214ｰ0014  多摩区登戸1763
ライフガーデン向ヶ丘2階 福祉パルたま内

〒215ｰ0004  麻生区万福寺1ｰ2ｰ2
新百合トゥエンティワン1階 福祉パルあさお内

〒211ｰ0053  中原区上小田中6ｰ22ｰ5
川崎市総合福祉センター 6階

933ｰ2411 911ｰ8119

952ｰ5711 952ｰ1424

739ｰ8727 739ｰ8738

名　　称 住　　所 電　話 FAX

利用料

月額 円
基本料分500円

を含む

生活保護を受給されている方は
月額500円（基本料分）です。
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日常生活自立支援事業
（地域福祉権利擁護事業）のご案内

サ ー ビ ス を 利 用 す る に は

サービスを利用できる人は…
次の①②③の要件を満たす方です。
①川崎市にお住まいの方
②認知症高齢者、知的障害者、精神障害者、身
体障害者等の方で、ご自分で金銭の出し入れ
や財産の保管が困難な方

③ご本人の意思により利用申し込みを決めるこ
とができる方（このサービスは契約をするこ
とによって提供されます。）

※判断能力が十分でなく契約ができない場合
は、成年後見制度をご利用ください。

専門相談のご案内
　弁護士・医師・学識経験者による専門相談を、
月2回、川崎市総合福祉センター6階で行って
います。相談日時については、次の連絡先まで
お問合せください。
　☎739－8719　※原則として予約制です。

どんなことをしてくれるの？

利用支援サービス・
日常的金銭管理サービス
●福祉サービスの情報提供・助言
●福祉サービスの利用手続き
●苦情解決のための制度利用手続き
●福祉サービスの利用料支払い
●生活費の出金など、金銭の出し入れの手続き
●家賃や公共料金、医療費などの支払い手続き
●年金などの受領に必要な手続き　　などをお手伝いします。

書類等の預かりサービス
●預貯金通帳
●保険証書や不動産などの登記済権

利書、年金証書、契約書類などの
証書類

●有価証券（株券を除く。）
●はんこ　　　　　などをお預かりします。
（預貯金の預け替えなど資産運用はできません。）

利用料

年額 円

　 円

預かる書類の金額により
いずれかになります。

ま
た
は

幸区あんしんセンター
（幸区社会福祉協議会）

中原区あんしんセンター
（中原区社会福祉協議会）

高津区あんしんセンター
（高津区社会福祉協議会）

宮前区あんしんセンター
（宮前区社会福祉協議会）

多摩区あんしんセンター
（多摩区社会福祉協議会）

麻生区あんしんセンター
（麻生区社会福祉協議会）

川崎市あんしんセンター
（川崎市社会福祉協議会）

（川崎区社会福祉協議会）
川崎区あんしんセンター 〒210ｰ0024  川崎区日進町1ｰ11

川崎ルフロン8階 福祉パルかわさき内 245ｰ1144 211ｰ8741

〒212ｰ0023  幸区戸手本町1ｰ11ｰ5
さいわい健康福祉プラザ 福祉パルさいわい内 556ｰ5082 556ｰ5577

〒211ｰ0067  中原区今井上町34
和田ビル1階 福祉パルなかはら内 722ｰ6122 711ｰ1260

〒213ｰ0001  高津区溝口1ｰ6ｰ10
てくのかわさき3階 福祉パルたかつ内 812ｰ5833 812ｰ3549

〒216ｰ0033  宮前区宮崎2ｰ6ｰ10
宮崎台ガーデンオフィス4階 福祉パルみやまえ内 856ｰ5788 852ｰ4955

〒214ｰ0014  多摩区登戸1763
ライフガーデン向ヶ丘2階 福祉パルたま内

〒215ｰ0004  麻生区万福寺1ｰ2ｰ2
新百合トゥエンティワン1階 福祉パルあさお内

〒211ｰ0053  中原区上小田中6ｰ22ｰ5
川崎市総合福祉センター 6階

933ｰ2411 911ｰ8119

952ｰ5711 952ｰ1424

739ｰ8727 739ｰ8738

名　　称 住　　所 電　話 FAX

利用料

月額 円
基本料分500円

を含む

生活保護を受給されている方は
月額500円（基本料分）です。
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〒210-0011   川崎区富士見1-6-3
読売川崎富士見ビルB1棟6階

〒214-0014 多摩区登戸1891
第3井出ビル3階 福祉パルたま内



①　申立書・照会書

②　本人の戸籍謄本・住民票又は戸籍附票

③　本人の登記されていないことの証明書（下記参照）

④　診断書・診断書附票（申立てを行う裁判所の様式を用います。）

⑤　後見人等候補者の住民票又は戸籍附票

⑥　財産目録等

⑦　収入印紙3,400円～ 5,000円程度（後見・保佐・補助によって変わります。）

⑧　郵便切手3,470円～ 4,520円程度（申立てを行う裁判所にご確認ください。）

法定後見等開始の審判の場合

登記事項証明書の取得について

　成年後見制度を利用すると法務局に登記がなされますが、
申立ての際に、登記事項証明書（登記されていない場合は「登
記されていないことの証明書」）が必要となります。
　申請書は、最寄りの法務局又は地方法務局などで入手で
きるほか、 法 務 省 のホームペ ージ（

）からも用紙を出力できます。
●申請先

窓口申請：東京法務局後見登録課及び東京法務局以外の各
法務局・地方法務局戸籍課

郵送申請：返信用封筒（あて名を明記の上、返信用切手を
貼付した長３サイズのもの）を同封して、次のと
ころに郵送。

〒102－8226　東京都千代田区九段南１－１－１５
九段第２合同庁舎（４階）東京法務局民事行政部後見登録課

（地下鉄九段下６番出口　徒歩５分）
電話：03－5213－1360

●申請に必要なもの
①登記されていないことの証明申請書（後見登記等ファイ

ル用）又は登記事項証明申請書（成年後見登記用）
②収入印紙（登記されていないことの証明書１通3００円、

登記事項証明書１通55０円）
③申請者がご本人でない場合

•四親等内の親族…戸籍謄抄本等本人との関係を証する
書面

•代理人の場合…委任状
•法人の場合…法人の代表者の資格を証する書面

四親等の親族図

血族 姻族 血続きの親族（血族）結婚による親族（姻族）

3
伯父伯母

2
兄弟姉妹

3
甥姪

1
父母

2
祖父母

3
曾祖父母

1
父母

2
祖父母

3
曾祖父母

4
高祖父母

配偶者 本人

1
子

2
孫

3
曾孫

1
子

2
孫

3
曾孫

4
玄孫

1
配偶者

3
配偶者

2
配偶者

3
配偶者

2
兄弟姉妹

4
いとこ

3
伯父伯母

4
大伯父大伯母

3
甥姪

4
甥姪の子

2
配偶者

3
配偶者

※数字は親等を表します

成年後見制度
申立てに必要な書類等について

※ 各様式は家庭裁判所で入手できます。
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こん な 時 は
成 年 後 見 制 度を 利 用しましょう。

自分で財産管理ができないＡさん 悪徳商法の被害にあったＢさん

身寄りのないＣさん

将来の財産管理が心配なＤさん

成 年 後見制 度 とは？

成 年 後見制 度 の特徴

　　認知症、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分な方々は、財産や金銭
の管理、様々な法的手続きを行う必要があっても、自分で行うのが難しい場合があります。また、
よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような
判断能力が不十分な方々の財産や権利を保護し、生活を支援することを目的とした制度が成年
後見制度です。

　成年後見制度では、成年後見人等が本人に代わって契約などの法律行為をできるようにした
り（代理権の付与）、本人が成年後見人等の同意を得ないで行った法律行為を取り消したりする
ことができます（同意権・取消権の付与）。
　主に、次のような支援を行います。
●預貯金通帳や有価証券などの財産保管
●生活費の出金や、医療・介護費用の支払いなどの
　金銭管理
●介護保険や障害者制度のサービス契約、入院の契約
●借家の契約や、自宅の保全などの住居の確保
●相続や不動産の処分などの法的手続き

色々な支援が
あって
安心です。

　成年後見制度の特徴は次のとおりです。
●既に判断能力が十分でない場合に利用できる「法定後見制度」と、将来に備えて利用する「任
意後見制度」があります。

●家庭裁判所が適切な成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）を選任し、成年後見人等
には本人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮する義務があります。成年後見人
等を複数にしたり、法人を選任したりすることもできます。また、親族がいない、又は親族
がいても関与を拒否している場合などは、市区町村長が審判開始の申立てを行うことができ
ます。

●「成年後見登記制度」により、法務局に、「法定後見」及び「任意後見」に関する登記がなされます。
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　財産や金銭の管理、様々な法的手続きを行う必要があっても、認知症、知的障害、精神障害

などの理由により、判断能力が十分でない方の中には、自分で手続き等を行うのが難しい場合

があります。また、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあ

ります。このような判断能力が不十分な方々の財産や権利を保護し、生活を支援することを目

的とした制度が成年後見制度です。

①　申立書・申立人照会書・本人の状況照会書・後見人等候補者照会書

②　本人の戸籍謄本・本人の住民票又は戸籍附票・後見人等候補者の住民票又は戸籍附票

③　本人の登記されていないことの証明書（下記参照）

④　診断書および診断書附票

⑤　療育手帳（愛の手帳）のコピー（知的障害者の場合）

⑥　財産目録および財産関係添付資料

⑦　（本人の親族の）同意書

⑧　親族関係図

⑨　収入印紙　申立費用　　800円

 　　　  登記嘱託用 2,600円

⑩　郵便切手　後見開始 3,470円　　保佐・補助開始は4,500円

⑪　鑑定費用　診断書附票に医師が記入した金額　（補助開始の場合は原則として不要）　

※①④⑥⑦⑧は様式があり、家庭裁判所やホームページから入手できます。

（同意を要する行為の定めや代理権付与を求める場合には、
　それぞれ別に800円が必要になります。)



法定後見制度 任意後見制度

成年後見制度には、既に判断能力が十分でない場合に利用できる 「法定後見制度」 と
判断能力が十分でなくなったときのためにあらかじめ後見人を定めておく「任意後見制度」 があります。

　法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、　　　　　　　　　　　　　　　の
３つに支援内容が分かれます。それぞれの制度の概要は次のとおりです。

補  助 保  佐 後  見 　任意後見制度は、ご本人があらかじめ、任意後見人になってくれる人と後見してもらう内容
について任意後見契約を結んでおくことにより、ご本人の判断能力が不十分になったときに、
任意後見契約に従い、任意後見人がご本人を援助する制度です。
　任意後見契約は、公証人による公正証書で作成し、登記する必要があります。
　任意後見人による援助の内容はご本人の希望に応じて設定できます。

成 年 後 見 制 度 のしくみ

補　　　助 保　　　佐 後　　　見

要

　
　件

対象者の
判断能力

精神上の障害（認知症・知的障
害・精神障害等）により事理を
弁識する能力が不十分な方

精神上の障害により
事理を弁識する能力が
著しく不十分な方

精神上の障害により
事理を弁識する能力を
欠く常況にある方

医師による鑑定 原則として不要 原則として必要 原則として必要
開
始
手
続

申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、成年後見監督人等、検察官、
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長

本人の同意 必　要 不　要 不　要

名

　称

本人 被補助人 被保佐人 成年被後見人
保護者 補助人 保佐人 成年後見人
監督人 補助監督人 保佐監督人 成年後見監督人

同
意
権
・
取
消
権

付与の対象
申立ての範囲内で家庭裁判所が
定める特定の法律行為（民法
13条1項所定の行為の一部）

民法13条1項所定の行為、及び
申立ての範囲内で家庭裁判所が
定める特定の法律行為

日常生活に関する
行為以外の行為

付与の審判 必　要 不　要 不　要
本人の同意 必　要 不　要 不　要
取消権者 本人、補助人 本人、保佐人 本人、成年後見人

代
理
権

付与の対象 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 財産に関する全ての法律行為
付与の審判 必　要 必　要 不　要
本人の同意 必　要 必　要 不　要

成年後見人等の責務 本人の意思の尊重、本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書などの書類を提出します。
（申立てに必要な書類は6ページをご覧ください。）申 立 て

家庭裁判所は、申立て書類やご本人、申立人に面接するなどして、調査や問合
せを行います。ご本人の判断能力について鑑定が行われることもあります。審判手続き

家庭裁判所が成年後見人等や後見内容を決定します。
必要に応じ、成年後見人等を監督する監督人が選ばれることもあります。審 判

本人、申立人及び成年後見人等に選ばれた人に、審判の結果が告知又は通知さ
れます。告 知・ 通 知

法務局に登記されます。
戸籍には記載されません。成年後見登記

●申立ての流れ

　ご親族のほか、
弁護士や司法書士

、社会

福祉士、行政書士
、税理士など

の専門家（第三者
）が選ばれる

こともあります（
第三者後見人

については、8ペ
ージをご覧く

ださい。）。

成年後見人等につ
いて
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法定後見制度 任意後見制度

成年後見制度には、既に判断能力が十分でない場合に利用できる 「法定後見制度」 と
判断能力が十分でなくなったときのためにあらかじめ後見人を定めておく「任意後見制度」 があります。

　法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、　　　　　　　　　　　　　　　の
３つに支援内容が分かれます。それぞれの制度の概要は次のとおりです。

補  助 保  佐 後  見 　任意後見制度は、ご本人があらかじめ、任意後見人になってくれる人と後見してもらう内容
について任意後見契約を結んでおくことにより、ご本人の判断能力が不十分になったときに、
任意後見契約に従い、任意後見人がご本人を援助する制度です。
　任意後見契約は、公証人による公正証書で作成し、登記する必要があります。
　任意後見人による援助の内容はご本人の希望に応じて設定できます。

成 年 後 見 制 度 のしくみ

任意後見監督人
の選任

　第三者が、法定後見制度の成年後見人等や、任意後見制度の任意後見人、任意後見監督人となった場合は、原則、報酬が必要となります。任意後見人の報酬額は契約に基づきますが、それ以外の場合は家庭裁判所が決定します。

第三者後見人等の報酬について

任意後見人になってくれる人（任意後見受任者）を探します。身近に任意後見
人になってくれる人がいない場合、第三者後見人の利用もできます。
また、どのようなことを後見してもらうか、内容についても確認しておきます。

任意後見契約
の準備

公証人に公正証書を作成してもらい、任意後見契約を締結し、登記します。任意後見契約

ご本人の判断能力が不十分になった場合

ご本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後
見監督人（任意後見人を監督する人）の選任の申立てを行います。

任意後見監督人
選任の申立て

任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、
後見が開始されます。

●申立ての流れ

　公正証書は、お
近くの公証役場で

作成して

もらいます。外出
が困難な場合は、

出張して

もらうことも可能
です（別途出

張費がかかります
。）。

　詳細は、お近く
の公証役場に

お問合せください
( 市内の公証

役場については、
8ページをご

覧ください。）。

公正証書の作成に
ついて 制度を利用して

安心できる老後を送りましょう！
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　ご親族のほか、
弁護士や司法書士

、社会

福祉士、行政書士
、税理士など

の専門家（第三者
）が選ばれる

こともあります（
第三者後見人）。



法定後見制度 任意後見制度

成年後見制度には、既に判断能力が十分でない場合に利用できる 「法定後見制度」 と
判断能力が十分でなくなったときのためにあらかじめ後見人を定めておく「任意後見制度」 があります。

　法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、　　　　　　　　　　　　　　　の
３つに支援内容が分かれます。それぞれの制度の概要は次のとおりです。

補  助 保  佐 後  見 　任意後見制度は、ご本人があらかじめ、任意後見人になってくれる人と後見してもらう内容
について任意後見契約を結んでおくことにより、ご本人の判断能力が不十分になったときに、
任意後見契約に従い、任意後見人がご本人を援助する制度です。
　任意後見契約は、公証人による公正証書で作成し、登記する必要があります。
　任意後見人による援助の内容はご本人の希望に応じて設定できます。

成 年 後 見 制 度 のしくみ

補　　　助 保　　　佐 後　　　見

要

　
　件

対象者の
判断能力

精神上の障害（認知症・知的障
害・精神障害等）により事理を
弁識する能力が不十分な方

精神上の障害により
事理を弁識する能力が
著しく不十分な方

精神上の障害により
事理を弁識する能力を
欠く常況にある方

医師による鑑定 原則として不要 原則として必要 原則として必要
開
始
手
続

申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、成年後見監督人等、検察官、
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長

本人の同意 必　要 不　要 不　要

名

　称

本人 被補助人 被保佐人 成年被後見人
保護者 補助人 保佐人 成年後見人
監督人 補助監督人 保佐監督人 成年後見監督人

同
意
権
・
取
消
権

付与の対象
申立ての範囲内で家庭裁判所が
定める特定の法律行為（民法
13条1項所定の行為の一部）

民法13条1項所定の行為、及び
申立ての範囲内で家庭裁判所が
定める特定の法律行為

日常生活に関する
行為以外の行為

付与の審判 必　要 不　要 不　要
本人の同意 必　要 不　要 不　要
取消権者 本人、補助人 本人、保佐人 本人、成年後見人

代
理
権

付与の対象 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 財産に関する全ての法律行為
付与の審判 必　要 必　要 不　要
本人の同意 必　要 必　要 不　要

成年後見人等の責務 本人の意思の尊重、本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書などの書類を提出します。
（申立てに必要な書類は6ページをご覧ください。）申 立 て

家庭裁判所は、申立て書類やご本人、申立人に面接するなどして、調査や問合
せを行います。ご本人の判断能力について鑑定が行われることもあります。審判手続き

家庭裁判所が成年後見人等や後見内容を決定します。
必要に応じ、成年後見人等を監督する監督人が選ばれることもあります。審 判

本人、申立人及び成年後見人等に選ばれた人に、審判の結果が告知又は通知さ
れます。告 知・ 通 知

法務局に登記されます。
戸籍には記載されません。成年後見登記

●申立ての流れ

　ご親族のほか、
弁護士や司法書士

、社会

福祉士、行政書士
、税理士など

の専門家（第三者
）が選ばれる

こともあります（
第三者後見人

については、8ペ
ージをご覧く

ださい。）。

成年後見人等につ
いて
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法定後見 制度 任意後見制度

成年後見制度には、既に判断能力が十分でない場合に利用できる 「法定後見制度」 と
判断能力が十分でなくなったときのためにあらかじめ後見人を定めておく「任意後見制度」 があります。

　法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、　　　　　　　　　　　　　　　の
３つに支援内容が分かれます。それぞれの制度の概要は次のとおりです。

補  助 保  佐 後  見 　任意後見制度は、ご本人があらかじめ、任意後見人になってくれる人と後見してもらう内容
について任意後見契約を結んでおくことにより、ご本人の判断能力が不十分になったときに、
任意後見契約に従い、任意後見人がご本人を援助する制度です。
　任意後見契約は、公証人による公正証書で作成し、登記する必要があります。
　任意後見人による援助の内容はご本人の希望に応じて設定できます。

成 年 後 見 制 度 のしくみ

任意後見監督人
の選任

　第三者が、法定後見制度の成年後見人等や、任意後見制度の任意後見人、任意後見監督人となった場合は、原則、報酬が必要となります。任意後見人の報酬額は契約に基づきますが、それ以外の場合は家庭裁判所が決定します。

第三者後見人等の報酬について

任意後見人になってくれる人（任意後見受任者）を探します。身近に任意後見
人になってくれる人がいない場合、第三者後見人の利用もできます。
また、どのようなことを後見してもらうか、内容についても確認しておきます。

任意後見契約
の準備

公証人に公正証書を作成してもらい、任意後見契約を締結し、登記します。任意後見契約

ご本人の判断能力が不十分になった場合

ご本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後
見監督人（任意後見人を監督する人）の選任の申立てを行います。

任意後見監督人
選任の申立て

任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、
後見が開始されます。

●申立ての流れ

　公正証書は、お
近くの公証役場で

作成して

もらいます。外出
が困難な場合は、

出張して

もらうことも可能
です（別途出

張費がかかります
。）。

　詳細は、お近く
の公証役場に

お問合せください
( 市内の公証

役場については、
8ページをご

覧ください。）。

公正証書の作成に
ついて 制度を利用して

安心できる老後を送りましょう！
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　ご親族のほか、
弁護士や司法書士

、社会

福祉士、行政書士
、税理士など

の専門家（第三者
）が選ばれる

こともあります（
第三者後見人）。



①　申立書・照会書

②　本人の戸籍謄本・住民票又は戸籍附票

③　本人の登記されていないことの証明書（下記参照）

④　診断書・診断書附票（申立てを行う裁判所の様式を用います。）

⑤　後見人等候補者の住民票又は戸籍附票

⑥　財産目録等

⑦　収入印紙3,400円～ 5,000円程度（後見・保佐・補助によって変わります。）

⑧　郵便切手3,470円～ 4,520円程度（申立てを行う裁判所にご確認ください。）

法定後見等開始の審判の場合

登記事項証明書の取得について

　成年後見制度を利用すると法務局に登記がなされますが、
申立ての際に、登記事項証明書（登記されていない場合は「登
記されていないことの証明書」）が必要となります。
　申請書は、最寄りの法務局又は地方法務局などで入手で
きるほか、 法 務 省 のホームペ ージ（

）からも用紙を出力できます。
●申請先

窓口申請：東京法務局後見登録課及び東京法務局以外の各
法務局・地方法務局戸籍課

郵送申請：返信用封筒（あて名を明記の上、返信用切手を
貼付した長３サイズのもの）を同封して、次のと
ころに郵送。

〒102－8226　東京都千代田区九段南１－１－１５
九段第２合同庁舎（４階）東京法務局民事行政部後見登録課

（地下鉄九段下６番出口　徒歩５分）
電話：03－5213－1360

●申請に必要なもの
①登記されていないことの証明申請書（後見登記等ファイ

ル用）又は登記事項証明申請書（成年後見登記用）
②収入印紙（登記されていないことの証明書１通3００円、

登記事項証明書１通55０円）
③申請者がご本人でない場合

•四親等内の親族…戸籍謄抄本等本人との関係を証する
書面

•代理人の場合…委任状
•法人の場合…法人の代表者の資格を証する書面

四親等の親族図

血族 姻族 血続きの親族（血族）結婚による親族（姻族）

3
伯父伯母

2
兄弟姉妹

3
甥姪

1
父母

2
祖父母

3
曾祖父母

1
父母

2
祖父母

3
曾祖父母

4
高祖父母

配偶者 本人

1
子

2
孫

3
曾孫

1
子

2
孫

3
曾孫

4
玄孫

1
配偶者

3
配偶者

2
配偶者

3
配偶者

2
兄弟姉妹

4
いとこ

3
伯父伯母

4
大伯父大伯母

3
甥姪

4
甥姪の子

2
配偶者

3
配偶者

※数字は親等を表します

成年後見制度
申立てに必要な書類等について

※ 各様式は家庭裁判所で入手できます。
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こん な 時 は
成 年 後 見 制 度を 利 用しましょう。

自分で財産管理ができないＡさん 悪徳商法の被害にあったＢさん

身寄りのないＣさん

将来の財産管理が心配なＤさん

成 年 後見制 度 とは？

成 年 後見制 度 の特徴

　　認知症、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分な方々は、財産や金銭
の管理、様々な法的手続きを行う必要があっても、自分で行うのが難しい場合があります。また、
よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような
判断能力が不十分な方々の財産や権利を保護し、生活を支援することを目的とした制度が成年
後見制度です。

　成年後見制度では、成年後見人等が本人に代わって契約などの法律行為をできるようにした
り（代理権の付与）、本人が成年後見人等の同意を得ないで行った法律行為を取り消したりする
ことができます（同意権・取消権の付与）。
　主に、次のような支援を行います。
●預貯金通帳や有価証券などの財産保管
●生活費の出金や、医療・介護費用の支払いなどの
　金銭管理
●介護保険や障害者制度のサービス契約、入院の契約
●借家の契約や、自宅の保全などの住居の確保
●相続や不動産の処分などの法的手続き

色々な支援が
あって
安心です。

　成年後見制度の特徴は次のとおりです。
●既に判断能力が十分でない場合に利用できる「法定後見制度」と、将来に備えて利用する「任
意後見制度」があります。

●家庭裁判所が適切な成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）を選任し、成年後見人等
には本人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮する義務があります。成年後見人
等を複数にしたり、法人を選任したりすることもできます。また、親族がいない、又は親族
がいても関与を拒否している場合などは、市区町村長が審判開始の申立てを行うことができ
ます。

●「成年後見登記制度」により、法務局に、「法定後見」及び「任意後見」に関する登記がなされます。
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　財産や金銭の管理、様々な法的手続きを行う必要があっても、認知症、知的障害、精神障害

などの理由により、判断能力が十分でない方の中には、自分で手続き等を行うのが難しい場合

があります。また、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあ

ります。このような判断能力が不十分な方々の財産や権利を保護し、生活を支援することを目

的とした制度が成年後見制度です。

①　申立書・申立人照会書・本人の状況照会書・後見人等候補者照会書

②　本人の戸籍謄本・本人の住民票又は戸籍附票・後見人等候補者の住民票又は戸籍附票

③　本人の登記されていないことの証明書（下記参照）

④　診断書および診断書附票

⑤　療育手帳（愛の手帳）のコピー（知的障害者の場合）

⑥　財産目録および財産関係添付資料

⑦　（本人の親族の）同意書

⑧　親族関係図

⑨　収入印紙　申立費用　　800円

 　　　  登記嘱託用 2,600円

⑩　郵便切手　後見開始 3,470円　　保佐・補助開始は4,500円

⑪　鑑定費用　診断書附票に医師が記入した金額　（補助開始の場合は原則として不要）　

※①④⑥⑦⑧は様式があり、家庭裁判所やホームページから入手できます。

（同意を要する行為の定めや代理権付与を求める場合には、
　それぞれ別に800円が必要になります。)



こん な 時 は
成 年 後 見 制 度を 利 用しましょう。

自分で財産管理ができないＡさん 悪徳商法の被害にあったＢさん

身寄りのないＣさん

将来の財産管理が心配なＤさん

成 年 後見制 度 とは？

成 年 後見制 度 の特徴

　Ａさんは統合失調症で長期間入院していま
す。親を亡くし、不動産を相続しましたが、
本人は、その管理を行う
ことができません。そこ
で、遠方に住む叔母が、
後見開始の審判の申立て
を行いました。

司法書士が成年後見人に選任され、不動産
の登記手続とその管理、医療費の支払い等
を行ってくれることになりました。

　軽度の認知症があるＢさんは、同居の長男
が留守中、訪問販売で必要の
ない高級呉服を購入してしま
いました。困った長男は、高
額の商品を購入する場合は長
男の同意が必要となるよう
に、補助開始の審判の申立て
を行いました。

長男が補助人に選任され、本人が長男の同
意なく10万円以上の商品を購入したとき
は、契約を取り消すことができるようにな
りました。

　Ｃさんは、夫の死後一人で暮らし、子ども
や兄弟もいません。体調を崩して病院に入

院しましたが、認知症が重
度のため、自宅に戻ること
はできません。病院のケー
スワーカーが区役所に相談
し、市長が後見開始の審判
の申立てを行いました。

社会福祉士が成年後見人に選任され、金銭
管理や、施設への入所申し込みを行ってく
れることになりました。

　Ｄさんは将来に備えて、長女との間で任意
後見契約を結んでいましたが、脳梗塞で倒

れ、入院中に認知症の症
状が現れはじめました。
そこで、長女が任意後見
監督人選任の審判の申立
てを行いました。

弁護士が任意後見監督人として選任され、
長女が財産管理や医療、介護の契約等の事
務を行い、弁護士が監督することになりま
した。

※各事例は本市の事例及び最高裁判所「成年後見関係事件の概況」を参考に作成したものです。

2

日常生活自立支援事業
（地域福祉権利擁護事業）のご案内

サ ー ビ ス を 利 用 す る に は

サービスを利用できる人は…
次の①②③の要件を満たす方です。
①川崎市にお住まいの方
②認知症高齢者、知的障害者、精神障害者、身
体障害者等の方で、ご自分で金銭の出し入れ
や財産の保管が困難な方
③ご本人の意思により利用申し込みを決めるこ
とができる方（このサービスは契約をするこ
とによって提供されます。）
※判断能力が十分でなく契約ができない場合
は、成年後見制度をご利用ください。

専門相談のご案内
　弁護士・医師・学識経験者による専門相談を、
月2回、川崎市総合福祉センター6階で行って
います。相談日時については、次の連絡先まで
お問合せください。
　☎739－8719　※原則として予約制です。

どんなことをしてくれるの？

利用支援サービス・
日常的金銭管理サービス
●福祉サービスの情報提供・助言
●福祉サービスの利用手続き
●苦情解決のための制度利用手続き
●福祉サービスの利用料支払い
●生活費の出金など、金銭の出し入れの手続き
●家賃や公共料金、医療費などの支払い手続き
●年金などの受領に必要な手続き　　などをお手伝いします。

書類等の預かりサービス
●預貯金通帳
●保険証書や不動産などの登記済権

利書、年金証書、契約書類などの
証書類

●有価証券（株券を除く。）
●はんこ　　　　　などをお預かりします。
（預貯金の預け替えなど資産運用はできません。）

利用料

年額 円

　 円

預かる書類の金額により
いずれかになります。

ま
た
は

幸区あんしんセンター
（幸区社会福祉協議会）

中原区あんしんセンター
（中原区社会福祉協議会）

高津区あんしんセンター
（高津区社会福祉協議会）

宮前区あんしんセンター
（宮前区社会福祉協議会）

多摩区あんしんセンター
（多摩区社会福祉協議会）

麻生区あんしんセンター
（麻生区社会福祉協議会）

川崎市あんしんセンター
（川崎市社会福祉協議会）

（川崎区社会福祉協議会）
川崎区あんしんセンター 〒210ｰ0024  川崎区日進町1ｰ11

川崎ルフロン8階 福祉パルかわさき内 245ｰ1144 211ｰ8741

〒212ｰ0023  幸区戸手本町1ｰ11ｰ5
さいわい健康福祉プラザ 福祉パルさいわい内 556ｰ5082 556ｰ5577

〒211ｰ0067  中原区今井上町34
和田ビル1階 福祉パルなかはら内 722ｰ6122 711ｰ1260

〒213ｰ0001  高津区溝口1ｰ6ｰ10
てくのかわさき3階 福祉パルたかつ内 812ｰ5833 812ｰ3549

〒216ｰ0033  宮前区宮崎2ｰ6ｰ10
宮崎台ガーデンオフィス4階 福祉パルみやまえ内 856ｰ5788 852ｰ4955

〒214ｰ0014  多摩区登戸1763
ライフガーデン向ヶ丘2階 福祉パルたま内

〒215ｰ0004  麻生区万福寺1ｰ2ｰ2
新百合トゥエンティワン1階 福祉パルあさお内

〒211ｰ0053  中原区上小田中6ｰ22ｰ5
川崎市総合福祉センター 6階

933ｰ2411 911ｰ8119

952ｰ5711 952ｰ1424

739ｰ8727 739ｰ8738

名　　称 住　　所 電　話 FAX

利用料

月額 円
基本料分500円

を含む

生活保護を受給されている方は
月額500円（基本料分）です。

7

日常生活自立支援事業
（地域福祉権利擁護事業）のご案内

サ ー ビ ス を 利 用 す る に は

サービスを利用できる人は…
次の①②③の要件を満たす方です。
①川崎市にお住まいの方
②認知症高齢者、知的障害者、精神障害者、身
体障害者等の方で、ご自分で金銭の出し入れ
や財産の保管が困難な方
③ご本人の意思により利用申し込みを決めるこ
とができる方（このサービスは契約をするこ
とによって提供されます。）
※判断能力が十分でなく契約ができない場合
は、成年後見制度をご利用ください。

専門相談のご案内
　弁護士・医師・学識経験者による専門相談を、
月2回、川崎市総合福祉センター6階で行って
います。相談日時については、次の連絡先まで
お問合せください。
　☎739－8719　※原則として予約制です。

どんなことをしてくれるの？

利用支援サービス・
日常的金銭管理サービス
●福祉サービスの情報提供・助言
●福祉サービスの利用手続き
●苦情解決のための制度利用手続き
●福祉サービスの利用料支払い
●生活費の出金など、金銭の出し入れの手続き
●家賃や公共料金、医療費などの支払い手続き
●年金などの受領に必要な手続き　　などをお手伝いします。

書類等の預かりサービス
●預貯金通帳
●保険証書や不動産などの登記済権

利書、年金証書、契約書類などの
証書類

●有価証券（株券を除く。）
●はんこ　　　　　などをお預かりします。
（預貯金の預け替えなど資産運用はできません。）
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年額 円

　 円

預かる書類の金額により
いずれかになります。

ま
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〒210-0011   川崎区富士見1-6-3
読売川崎富士見ビルB1棟6階

〒214-0014 多摩区登戸1891
第3井出ビル3階 福祉パルたま内



成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度について
●横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
住　　所：川崎区富士見
電　　話：222-1316（直通）
手続案内：月～金（祝日は除く）
　　　　　　　 時 分～ 時　
　　　　　　　　 時～ 時

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html
※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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身寄りがない方等の法定後見申立てについて

川崎区 大師地区 田島地区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

第三者後見人等候補者のご紹介
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任意後見制度の手続等について
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川
崎
信
用
●

金
庫

　 田
園
都
市
線

至二子玉川

至246号 至川崎府中街道

溝ノ口公証役場
（田中屋ビル2Ｆ）

●川崎公証役場
住　　所：川崎区駅前本町 川崎東口三信ビル 階
電　　話：044-222-7264

●溝ノ口公証役場
住　　所：高津区溝口 田中屋ビル 階
電　　話：044-811-0111

   健康福祉局地域包括ケア推進室　 電　　話：044-200-2470
●知的障害者・精神障害者　　　健康福祉局障害計画課　　　電　　話：044-200-3796

●認知症高齢者
   各区役所高齢・障害課高齢者支援係又は地区健康福祉ステーション高齢者支援担当

（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ
（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話

月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 / 時間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

（事務局電話）045-243-0511
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知っていますか？

成年後見制度
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年
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人
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安
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※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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後見１
044-222-1671

● 各区役所高齢・障害課又は各地区健康福祉ステーション

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-15-0-0-0-0-0-0-0-0.html

● 健康福祉局地域包括ケア推進室（高齢者）
● 健康福祉局障害計画課（障害者）
【川崎市の成年後見制度に関するホームページ】

電話：044-200-2470
電話：044-200-0871

住　　所：川崎区富士見1-1-3
電　　話：
手続案内：月～金（祝日は除く）

※申立書や記入例等がダウンロードできます。

高齢者 201-3080 271-0157 322-1986 556-6619 744-3217 861-3255 856-3242 935-3266 965-5148

川崎区 大師地区 田島地区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

障害者
（身体・知的障害者）

障害者
（精神障害者）

201-3215 271-0162 322-1984 556-6654 744-3382 861-3252 856-3304 935-3302 965-5159

201-3213 556-6695 744-3297 861-3309 856-3262 935-3324 965-5259

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html

8時30分～12時、13時～17時

（直通）

トップページ くらし・手続き 福祉・介護 成年後見制度→ → →

名　　称 電　　話 相談日／時間 面談相談

045-211-7720
みまもりダイヤル 月～金：9時30分～12時、

　　　　13時～16時30分

面接相談受付：045-640-4345
電話相談専用：045-663-9180 月・金：15時～17時

　水　：10時～12時 月～金
10時～17時受付

②成年後見人等候補者推薦依頼 :

　　　　045-314-0007

①相談専用：045-314-5500 ①火・木：14時～17時
②平　日：9時～17時

045-222-8628 月～金：13時～16時

045-315-2070 第１～第４水：10時～12時
　　　　　　　13時～16時

神奈川県弁護士会成年後見セ
ンターみまもり　 　（弁護士）

公益社団法人成年後見センター・リー
ガルサポート神奈川県支部 （司法書士）

ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士）

一般社団法人コスモス成年後見サポー
トセンター神奈川県支部   （行政書士）

東京地方税理士会成年後見支援
センター　　　　　 （税理士）

要予約

要予約

（ （

成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度について
●横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
住　　所：川崎区富士見
電　　話：222-1316（直通）
手続案内：月～金（祝日は除く）
　　　　　　　 時 分～ 時　
　　　　　　　　 時～ 時

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html
※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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身寄りがない方等の法定後見申立てについて

川崎区 大師地区 田島地区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

第三者後見人等候補者のご紹介

印刷／㈱ヨシダプリント
H26.3. 改訂

任意後見制度の手続等について

至
横
浜

至
東
京

市役所通り

たちばなモール

仲見世通り

荒川通り
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●
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シ
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メ
ラ

●
丸
井
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川崎公証役場
（三信ビル11Ｆ）
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津
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渋
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の
口

高津小学校
●

高津警察署
●

●
帝京溝の口病院

川
崎
信
用
●

金
庫

　 田
園
都
市
線

至二子玉川

至246号 至川崎府中街道

溝ノ口公証役場
（田中屋ビル2Ｆ）

●川崎公証役場
住　　所：川崎区駅前本町 川崎東口三信ビル 階
電　　話：044-222-7264

●溝ノ口公証役場
住　　所：高津区溝口 田中屋ビル 階
電　　話：044-811-0111

   健康福祉局地域包括ケア推進室　 電　　話：044-200-2470
●知的障害者・精神障害者　　　健康福祉局障害計画課　　　電　　話：044-200-3796

●認知症高齢者
   各区役所高齢・障害課高齢者支援係又は地区健康福祉ステーション高齢者支援担当

（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ
（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話

月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 / 時間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

（事務局電話）045-243-0511

8

成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度について
●横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
住　　所：川崎区富士見
電　　話：222-1316（直通）
手続案内：月～金（祝日は除く）
　　　　　　　 時 分～ 時　
　　　　　　　　 時～ 時

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html
※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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身寄りがない方等の法定後見申立てについて

川崎区 大師地区 田島地区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

第三者後見人等候補者のご紹介

印刷／㈱ヨシダプリント
H26.3. 改訂

任意後見制度の手続等について
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横
浜

至
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京

市役所通り
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仲見世通り

荒川通り
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メ
ラ
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（三信ビル11Ｆ）
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高津小学校
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高津警察署
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帝京溝の口病院

川
崎
信
用
●

金
庫

　 田
園
都
市
線

至二子玉川

至246号 至川崎府中街道

溝ノ口公証役場
（田中屋ビル2Ｆ）

●川崎公証役場
住　　所：川崎区駅前本町 川崎東口三信ビル 階
電　　話：044-222-7264

●溝ノ口公証役場
住　　所：高津区溝口 田中屋ビル 階
電　　話：044-811-0111

   健康福祉局地域包括ケア推進室　 電　　話：044-200-2470
●知的障害者・精神障害者　　　健康福祉局障害計画課　　　電　　話：044-200-3796

●認知症高齢者
   各区役所高齢・障害課高齢者支援係又は地区健康福祉ステーション高齢者支援担当

（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ
（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話

月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 / 時間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

（事務局電話）045-243-0511

8

身寄りがない方等の法定後見申立てについて

川崎区 大師地区 田島地区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区
201-3080 271-0157 322-1986 556-6619 744-3217 861-3255 856-3242 935-3266 965-5148

印刷／㈱ヨシダプリント
H26.3. 改訂

任意後見制度 の 手続等 に つ い て

至
横
浜

至
東
京

市役所通り

たちばなモール

仲見世通り

荒川通り

●モアーズ

●
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ラ

●
丸
井
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至
溝
の
口

高津小学校
●

高津警察署
●

●
帝京溝の口病院

川
崎
信
用
●

金
庫　

田
園
都
市
線

至二子玉川

至246号 至川崎府中街道

溝ノ口公証役場
（田中屋ビル 2Ｆ）

�川崎公証役場
住　　所：川崎区駅前本町3-1 川崎東口三信ビル11階
電　　話：044-222-7264

�溝ノ口公証役場
住　　所：高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階
電　　話：044-811-0111

   健康福祉局地域包括ケア推進室　 電　　話：044-200-2470
�知的障害者・精神障害者　　　健康福祉局障害計画課　　　電　　話：044-200-3796

�認知症高齢者
   各区役所高齢・障害課高齢者支援係又は地区健康福祉ステーション高齢者支援担当

（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ

（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話
月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

（事務局電話）045-243-0511

成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度 に つ い て
�横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
住　　所：川崎区富士見1-1-3
電　　話：222-1316（直通）
手続案内：月～金（祝日は除く）
　　　　　　　8時30分～ 12時　
　　　　　　　　  13時～ 17時

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html
※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ

（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話
月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

045-243-0511

成年後見制度の相談・問合せ先

成 年 後 見 制 度について
●横浜家庭裁判所川崎支部  

〈受付〉建物3階　家事受付係
住　　所：川崎区富士見
電　　話：222-1316（直通）
手続案内：月～金（祝日は除く）
　　　　　　　 時 分～ 時　
　　　　　　　　 時～ 時

【横浜家庭裁判所のホームページ】
http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/
tetuzuki/kasaikouken/index.html
※申立書や記入例等がダウンロードできます。
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身寄りがない方等の法定後見申立てについて

川崎区 大師地区 田島地区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

第三者後見人等候補者のご紹介

印刷／㈱ヨシダプリント
H26.3. 改訂

任意後見制度の手続等について
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東
京

市役所通り
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帝京溝の口病院
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信
用
●

金
庫

　 田
園
都
市
線

至二子玉川

至246号 至川崎府中街道

溝ノ口公証役場
（田中屋ビル2Ｆ）

●川崎公証役場
住　　所：川崎区駅前本町 川崎東口三信ビル 階
電　　話：044-222-7264

●溝ノ口公証役場
住　　所：高津区溝口 田中屋ビル 階
電　　話：044-811-0111

   健康福祉局地域包括ケア推進室　 電　　話：044-200-2470
●知的障害者・精神障害者　　　健康福祉局障害計画課　　　電　　話：044-200-3796

●認知症高齢者
   各区役所高齢・障害課高齢者支援係又は地区健康福祉ステーション高齢者支援担当

（　　　　　　  ）
リーガルサポートかながわ
（司法書士）

税理士会 成年後見支援センター
（税理士）

（電話相談専用）045-315-2070

要予約
 月～金
10時～17時受付

要予約ぱあとなあ神奈川
（社会福祉士） 045-314-5500

一般社団法人 コスモス成年後見サポー
トセンター 神奈川県支部（行政書士）

045-222-8628

名　　　称 面談相談電　話

月・金：15時～17時
　水　：10時～12時

火・木：14時～17時

月～金：13時～16時

10時～16時
第1～第4水・金

相談日 / 時間

（面談相談受付）045-640-4345
（電話相談専用）045-663-9180

（事務局電話）045-243-0511
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● 横浜家庭裁判所川崎支部
〈受付〉建物１階　後見係

● 川崎公証役場 ● 溝の口公証役場

成年後見制度の相談窓口

成年後見制度の相談

成年後見制度の申立て先

郵
便
局

歩
道
橋

　(

ハ
ロ
ー
ブ
リ
ッ
ジ)

富士通スタジアム川崎

新川通り

成
年
後
見
制
度
は
、

認
知
症
の
高
齢
者
の
方
や
、

知
的
障
害
、
精
神
障
害
に
よ
り

判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
の

財
産
管
理
や
身
上
監
護
を
、

ご
本
人
に
代
わ
っ
て
、

法
的
に
権
限
を
与
え
ら
れ
た
後
見
人
等
が
行
い
、

安
心
し
て
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に

ご
本
人
の
保
護
や
支
援
を
行
う
制
度
で
す
。


